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第１部 脳・心臓疾患の認定基準の解説 
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はじめに 

令和３年９月 14 日付け基発 0914 第１号「血管病変等を著しく増悪させる

業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」（以下「認

定基準」という。）に定める事項に関し、「脳・心臓疾患の労災認定の基準

に関する専門検討会」（以下「検討会」という。）の議論の内容等を踏まえ、

認定実務において参考となる事項を以下のとおりまとめたので、認定基準や

令和３年９月 14 日付け基補発 0914 第１号「血管病変等を著しく増悪させる

業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る運用上の留意

点について」（以下「課長内かん」という。）と併せて理解すること。 

 

第１ 基本的な考え方 

 
第１ 基本的な考え方 

脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に起因するものを除く。以下「脳・心臓疾患」という。）は、

その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動脈瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下「血管病

変等」という。）が、長い年月の生活の営みの中で徐々に形成、進行及び増悪するといった自然経過を

たどり発症するものである。 

しかしながら、業務による明らかな過重負荷が加わることによって、血管病変等がその自然経過を超

えて著しく増悪し、脳・心臓疾患が発症する場合があり、そのような経過をたどり発症した脳・心臓疾

患は、その発症に当たって業務が相対的に有力な原因であると判断し、業務に起因する疾病として取り

扱う。 

このような脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす業務による明らかな過重負荷として、発症に近接した時

期における負荷及び長期間にわたる疲労の蓄積を考慮する。 

これらの業務による過重負荷の判断に当たっては、労働時間の長さ等で表される業務量や、業務内容、

作業環境等を具体的かつ客観的に把握し、総合的に判断する必要がある。 

 

   認定基準の第１には、脳・心臓疾患の労災認定に係る基本的な考え方が示

されている。この基本的な考え方は、平成 13 年に改正された認定基準（以下

「旧認定基準」という。）から変更はない。 

脳・心臓疾患は、その発症の基礎となる動脈硬化等による血管病変又は動

脈瘤、心筋変性等の基礎的病態（以下「血管病変等」という。）が長い年月

の生活の営みの中で形成され、それが徐々に進行し、増悪するといった自然

経過をたどり発症に至るものである。医学的にみれば、血管病変等の形成に

業務が直接の要因とはならないとされていることから、一般的に、脳・心臓

疾患は、いわゆる私病（血管病変等）が増悪した結果として発症する疾病で
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あるとみることができる。すなわち、脳・心臓疾患は、「私病増悪型」の疾

病であり、労災補償において一般的に取り扱われる職業性疾病とは異なる疾

病である。 

したがって、脳・心臓疾患を自然経過により発症した場合には、労災補償

の対象とはならないが、業務による明らかな過重負荷が加わったことによっ

て血管病変等がその自然経過を超えて著しく増悪し、その結果、脳・心臓疾

患が発症した場合には、その発症に当たって、業務が相対的に有力な原因で

あると判断し、業務に起因することの明らかな疾病として取り扱われること

となる。 

ここで、脳・心臓疾患の発症に影響を及ぼす「業務による明らかな過重負

荷」としては、「長期間にわたる疲労の蓄積」及び「発症に近接した時期に

おける負荷」、すなわち「異常な出来事」や「短期間の過重業務」を考慮す

るものである。あわせて、業務による明らかな過重負荷の判断に当たっては、

労働時間だけではなく、業務内容、作業環境など、その他の負荷要因も含め

総合的に判断する必要がある。 

 

第２ 対象疾病 

 
第２ 対象疾病 

本認定基準は、次に掲げる脳・心臓疾患を対象疾病として取り扱う。 

１ 脳血管疾患 

(1)  脳内出血（脳出血） 

(2)  くも膜下出血 

(3)  脳梗塞 

(4)  高血圧性脳症 

 

２ 虚血性心疾患等 

(1)  心筋梗塞 

(2)  狭心症 

(3)  心停止（心臓性突然死を含む。） 

(4)  重篤な心不全 

(5)  大動脈解離 

 

１ 旧認定基準からの変更点 

(1) 「重篤な心不全」の追加 
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課長内かん第２の３（1）のとおり、旧認定基準においては不整脈が一義

的な原因となった心不全症状等について、「心停止（心臓性突然死を含む。）」

に含めて取り扱うこととされていた。 

しかし、心停止とは異なる病態である心不全を「心停止（心臓性突然死

を含む。）」に含めて取り扱うことは適切でなく、また、不整脈によらず、

心筋症等の基礎疾患を有する場合にも、業務による明らかな過重負荷によ

って当該基礎疾患が自然経過を超えて著しく増悪し、重篤な心不全が生じ

ることが考えられるため、不整脈によるものも含め「重篤な心不全」が対

象疾病に追加された。 

不整脈によるものも、不整脈によらないものも、「重篤な心不全」であ

れば、対象疾病となるものである。なお、当該疾病は当面の間、労働基準

法施行規則別表第１の２（以下「別表第１の２」という。）第 11 号に規定

する疾病として取り扱うこと。 

(2) 「大動脈解離」への表記の修正 

 「解離性大動脈瘤」とは、大動脈壁が解離し（２層に剥離し）解離部分

の径が拡大し瘤となった疾患をいう。「大動脈解離」とは、血管壁が解離

した疾患をいい、大動脈瘤を伴う場合も、伴わない場合もある。旧認定基

準にいう「解離性大動脈瘤」は、すべて「大動脈解離」に含まれる。 

本修正は、課長内かん第２の３（2）のとおり、瘤を形成しない大動脈解

離も対象疾病であることを明確にする必要があること、臨床的にも現在は

解離性大動脈瘤の場合を含めて大動脈解離の診断名が付されることが多い

こと、ICD-10 の表記が「大動脈の解離」となっていることによるものであ

る。 

なお、「大動脈解離」は別表第１の２第８号に規定する「解離性大動脈

瘤」と同旨であるので、引き続き同号の疾病として取り扱うこと。 

 

２ 対象疾病の考え方 

認定基準の第２には、認定基準で対象とする疾病、すなわち、過重負荷を

受けたことにより発症することが医学的に考えられる疾病として、脳血管疾

患４疾患、虚血性心疾患等５疾患の計９疾患が掲げられている。各対象疾病

の概要については、検討会報告書資料１の「Ⅰ 脳・心臓疾患の疾患別概要」

を参照すること。 
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「虚血性心疾患」とは、冠動脈が何らかの原因で狭窄・閉塞し、心筋が虚

血に陥った病態であり、心筋梗塞、狭心症及び心停止（心臓性突然死を含む。）

が該当する。認定基準では、重篤な心不全及び大動脈解離を含めて「虚血性

心疾患等」としている。 

認定基準では対象とする疾病を限定しているが、これは、対象疾病以外の

疾病が過重負荷に関連して発症し得ないという趣旨ではない。認定基準第１

の基本的考え方が妥当し、かつ、発症数が相当程度認められ、疾病の業務起

因性を肯定し得る要素（認定要件）を集約できると判断された疾病が対象疾

病として列挙されているものである。 

したがって、過重労働が原因であるとして労災請求された事案について、

発症した疾病が対象疾病に該当する場合には、認定基準に基づき判断するこ

ととなり、認定要件を満たせば原則として業務上になる。 

一方、対象疾病以外の疾病であっても、認定基準第５の２（1）に示されて

いるとおり、体循環系の各動脈の閉塞又は解離については、認定基準第１の

基本的考え方により業務起因性の判断ができる場合がある。すなわち、過重

負荷により発症する場合があるものであるが、それらの疾病は、発症数が対

象疾病に比べ極めて少なく、また、発生原因が様々であって、基礎疾患の状

況や業務の過重性等を個別に検討する必要があり、常に認定基準第１の基本

的考え方により判断できるものではないことから、対象疾病に追加されなか

ったところである。これら疾病を含め、対象疾病以外の疾病に関し労災請求

された事案の取扱いについては、下記第５の２によること。 

 

３ 心不全の取扱い 

（1） 疾患名の特定 

課長内かんの第３の１（3）のとおり、心不全とは、何らかの心臓機能障

害が生じて心ポンプ機能の代償機転（心臓から十分な血液を送り出す機能）

が破綻した結果、呼吸困難・倦怠感や浮腫が出現し、運動耐容能が低下し

た状態を指す。心不全は疾患名ではないが、心停止と同様に ICD-10 にも位

置付けられた状態名であって、上記のような「急性・慢性心不全診療ガイ

ドライン」の定義を満たす状態であるものについては、後記（2）のとおり

「重篤な」心不全であるか否かの判断は必要であるが、それ自体を対象疾

病と認めて差し支えない。 
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一方で、医師が死亡後に初めて状態を確認し、死亡直前の状態が不明で

ある等の理由から、上記のようなガイドライン上の定義を満たしていない

が「急性心不全」の死亡診断がなされた事例も存在するところである。こ

のような場合には、可能な限り疾患名の確認を行う必要があり、その結果、

「心停止（心臓性突然死を含む。）」や「心筋梗塞」の疾患名と特定する

ことが妥当と判断される場合もある。なお、このような場合には、後記５

の脳卒中の取扱いに準じ、対象疾病以外の疾病であることが確認された場

合を除いて、認定基準によって判断して差し支えない。 

（2） 「重篤な」心不全の判断 

労災補償の対象疾病としては、基礎疾患の自然経過によるものではなく、

業務による明らかな過重負荷によって基礎疾患がその自然経過を超えて著

しく増悪したものと判断できる必要があることから、入院による治療（積

極的な治療）を必要とする急性心不全を念頭に、対象疾病が「重篤な心不

全」と限定されたものである。これは、心不全の程度が軽ければ軽いほど、

基礎疾患の自然経過によって生じたものと区別することが困難であると考

えられたことによる。 

このため、疾患名が心不全である場合には、その基礎となる疾患及び心

不全の程度についても併せて確認し、治療内容や予後等も含め病状の全体

像をみて、業務による負荷及び基礎疾患の状況と心不全の発症との関係を

判断する必要があり、基礎疾患がその自然経過を超えて著しく増悪したも

のと認められる場合に労災保険給付の対象となるものである。 

 

４ 不整脈による突然死等の取扱い 

「不整脈による突然死等」は、旧認定基準においてはすべて「心停止（心

臓性突然死を含む。）」に含めて取り扱うこととされていたものであるが、

課長内かん第３の１（4）のとおり、その症状に応じて、心停止、重篤な心不

全、脳梗塞など対象疾病のいずれに当たるかを確認し、該当する疾病として

取り扱うこと。これは、旧認定基準の取扱いを変更するものであるが、対象

疾病の範囲を狭める趣旨ではない。 

 

５ 脳卒中の取扱い 

「脳卒中」は、脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞及び一過性脳虚血発作（脳
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梗塞の症状が短時間で消失するもの）の総称であり、現在でも広く使用され

ている用語である。 

課長内かんの第３の１（5）のとおり、脳卒中として請求された事案につい

ては、疾患名を確認し、対象疾病以外の疾病であることが確認された場合を

除き、認定基準によって判断して差し支えない。 

 

第３ 認定要件 

 
第３ 認定要件 

次の(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、

業務に起因する疾病として取り扱う。 

(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務（以下「長期間の過重業

務」という。）に就労したこと。 

(2)  発症に近接した時期において、特に過重な業務（以下「短期間の過重業務」という。）に就労した

こと。 

(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事

（以下「異常な出来事」という。）に遭遇したこと。 

 
認定要件とは、脳・心臓疾患の発症について、業務との間の因果関係を認

め得る要件である。認定基準の第３の認定要件は、その記載順が変更されて

いるほか、内容は旧認定基準と同じであり、具体的には、対象疾病の発症前

に「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」又は「異常な出来事」のい

ずれかの、業務による明らかな過重負荷を受けたこととされている。 

ここでいう「業務による明らかな過重負荷」とは、医学経験則に照らして、

脳・心臓疾患の発症の基礎となる血管病変等をその自然経過を超えて著しく

増悪させたと客観的に認められる業務による負荷をいう。 

すなわち、明らかに業務が過重であったために脳・心臓疾患を発症した場

合には業務上として労災補償の対象となり、業務以外の日常生活の負荷が過

重であったことや、血管病変等の自然経過により脳・心臓疾患を発症した場

合には業務外となる。 

なお、認定基準第３において、「業務に起因する疾病として取り扱う」と

は、別表第１の２第８号又は第 11 号に該当する疾病として取り扱うという

趣旨である。 
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第４ 認定要件の具体的判断 

上記の認定要件から、認定要件の具体的判断に当たっては、 

① 労働者に発症した疾病が、認定基準第２の対象疾病に該当すること 

② 当該労働者が、対象疾病の発症前に「長期間の過重業務」、「短期間の

過重業務」又は「異常な出来事」のいずれかの業務による明らかな過重負

荷を受けたこと 

の２点について判断する必要がある。 

認定基準の第４「認定要件の具体的判断」では、上記①について「１疾患

名及び発病時期の特定」として、また、上記②について「２長期間の過重業

務」、「３短期間の過重業務」、「４異常な出来事」として、脳・心臓疾患

の労災認定をどのように行うのかを具体的に示している。 

 

 １ 疾患名と発症時期の特定 

 
第４ 認定要件の具体的判断 

１ 疾患名及び発症時期の特定 

認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認すること。 

また、脳・心臓疾患の発症時期は、業務と発症との関連性を検討する際の起点となるものである。

通常、脳・心臓疾患は、発症の直後に症状が出現（自覚症状又は他覚所見が明らかに認められること

をいう。）するとされているので、臨床所見、症状の経過等から症状が出現した日を特定し、その日

をもって発症日とすること。 

なお、前駆症状（脳・心臓疾患発症の警告の症状をいう。）が認められる場合であって、当該前駆

症状と発症した脳・心臓疾患との関連性が医学的に明らかとされたときは、当該前駆症状が確認され

た日をもって発症日とすること。 

 

(1) 疾患名の特定 

  認定要件の判断に当たっては、まず疾患名を特定し、対象疾病に該当す

ることを確認する必要がある。 

通常、脳・心臓疾患に対して治療が行われていれば、疾患名の特定は容

易であるが、治療が行われず、死体検案のみで死亡原因が推定されたよう

な場合等には、疾患名の特定は特に重要となってくる。一般には主治医意

見書、請求書の診療担当者証明事項、死亡診断書（死体検案書）の記載事

項等により特定されるが、事案によっては臨床所見、解剖所見、発症前後

の身体の状況等を収集し、専門医の意見を求めること等により疾患名を確
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